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規

則

■群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
及
び
法
第
七
条
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記

事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
）
」
を
「
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
参

考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
号
」

に
、
「
第
七
条
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十

一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

５

法
第
八
条
の
二
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
建
築
士
法
第
八
条
の
二
第
三
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
旨
の
届
出
書
（
別
記
様
式
第
十
一
号
）
に
、
病
名
、

障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の
経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医

師
の
診
断
書
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
第
六
項
中
「
は
、
法
第
九
条
第
一
項
」
を
「
が
法
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
八
条
の
二

第
三
号
」
を
「
第
八
条
の
二
第
二
号
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
、

「
場
合
は
」
の
下
に
「
、
当
該
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
（
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
級
建
築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
又
は
そ
の
法

定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
）
は
」
を
、
「
免
許
証
」
の
下
に
「
又
は
免
許
証
明
書
」
を
加
え

る
。第

二
十
二
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
中
「
及
び
第
八
条
第
六
項
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係）

二 級 建 築 士 免 許 申 請 書

（記入上の注意）数字は、算用数字を用い、※欄は、記入せず、□のある欄は、該当
する□の中に 印をつけてください。外国の建築士免許を受けた方は、「試験」欄レ
にその免許の名称、免許者名及び免許の年月日を記入してください。

私 は 、 二 級 建 築 士 の 免 許 を 受 け た い の で 、 本 籍 の 記 載 の あ る 住 民 票 の 写 し を 添 え
て、申請します。
私は、下記事項が真実かつ正確であることを誓います。

年 月 日
氏 名 印

群馬県知事 あて （署 名）
群馬県指定登録機関（名称） あて

記

ふりがな 生年 写 真年 月 日生
１ 縦 4.5㎝ 横 3.5㎝ の 無帽、正氏 名 月日
面 、 上 半 身 、 無 背 景 で 写 し

た 写 真 の 裏 面 に 氏 名 及 び 撮本 籍 性 別 男□ 女□
影 年 月 日 を 記 入 し て の り で

貼り付けてください。現 住 所
２ 貼り付けた写真は、免許証

に転写されます。二級建築士の試験に合格した時期 年

試 験 合格証書日付 年 月 日 合格証書番号 第 号

１ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときは、その罪及び刑
あるときは、その刑の執行を終わり、又は執行 年 月 日

を受けることがなくなつた日
２ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築 ある□ ない□
に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたことがあ
りますか。
あるときは、その罪及び刑

欠 あるときは、その刑の執行を終わり、又は執行 年 月 日
を受けることがなくなつた日

格 ３ 建築士法第９条第１項第４号又は第１０条第１ ある□ ない□
項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造

事 建築士の免許を取り消されたことがありますか。 （ 建築士）
あるときは、その建築士の種類と取消年月日 年 月 日

項 ４ 建築士法第１０条第１項の規定による業務の停 ある□ ない□
止の処分を受け、その停止の期間中に建築士法第
９条第１項第１号の規定により一級建築士、二級
建築士又は木造建築士の免許を取り消されたこと
がありますか。
業務の停止の処分を受けたことがあるときは、 年 月 日から

その停止の期間 年 月 日まで
５ 精神の機能の障害により二級建築士の業務を適 はい□ いいえ□
正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎
通を適切に行うことができない状態ですか。

※照合 ※登録 ※発行 ※経由土木事務所 免許申請手数料
受付年月日及び番号

※ 写真 住民票 建 築 士 建 築 士 証紙は、裏面
審 名 簿 免 許 証 に貼り付けてく
査 ださい。

合 格 者
名 簿

※登録番号 第 号

※登録年月日 年 月 日
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第３条関係）

木 造 建 築 士 免 許 申 請 書

（記入上の注意）数字は、算用数字を用い、※欄は、記入せず、□のある欄は、該当
する□の中に 印をつけてください。外国の建築士免許を受けた方は、「試験」欄レ
にその免許の名称、免許者名及び免許の年月日を記入してください。

私 は 、 木 造 建 築 士 の 免 許 を 受 け た い の で 、 本 籍 の 記 載 の あ る 住 民 票 の 写 し を 添 え
て、申請します。
私は、下記事項が真実かつ正確であることを誓います。

年 月 日
氏 名 印

群馬県知事 あて （署 名）
群馬県指定登録機関（名称） あて

記

ふりがな 生年 写 真年 月 日生
１ 縦 4.5㎝ 横 3.5㎝ の 無帽、正氏 名 月日
面 、 上 半 身 、 無 背 景 で 写 し

た 写 真 の 裏 面 に 氏 名 及 び 撮本 籍 性 別 男□ 女□
影 年 月 日 を 記 入 し て の り で

貼り付けてください。現 住 所
２ 貼り付けた写真は、免許証

に転写されます。木造建築士の試験に合格した時期 年

試 験 合格証書日付 年 月 日 合格証書番号 第 号

１ 禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。 ある□ ない□
あるときは、その罪及び刑
あるときは、その刑の執行を終わり、又は執行 年 月 日

を受けることがなくなつた日
２ 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築 ある□ ない□
に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたことがあ
りますか。
あるときは、その罪及び刑

欠 あるときは、その刑の執行を終わり、又は執行 年 月 日
を受けることがなくなつた日

格 ３ 建築士法第９条第１項第４号又は第１０条第１ ある□ ない□
項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造

事 建築士の免許を取り消されたことがありますか。 （ 建築士）
あるときは、その建築士の種類と取消年月日 年 月 日

項 ４ 建築士法第１０条第１項の規定による業務の停 ある□ ない□
止の処分を受け、その停止の期間中に建築士法第
９条第１項第１号の規定により一級建築士、二級
建築士又は木造建築士の免許を取り消されたこと
がありますか。
業務の停止の処分を受けたことがあるときは、 年 月 日から

その停止の期間 年 月 日まで
５ 精神の機能の障害により木造建築士の業務を適 はい□ いいえ□
正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎
通を適切に行うことができない状態ですか。

※照合 ※登録 ※発行 ※経由土木事務所 免許申請手数料
受付年月日及び番号

※ 写真 住民票 建 築 士 建 築 士 証紙は、裏面
審 名 簿 免 許 証 に貼り付けてく
査 ださい。

合 格 者
名 簿

※登録番号 第 号

※登録年月日 年 月 日
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別
記
様
式
第
五
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
削
る
。

群
馬

県
証
紙

５
９

０
０

円
，

別
記
様
式
第
十
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

第
７

条
第
３

号
又

は
第

４
号

第
７

条
第

２
号

又
は

第
３

号
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
号
と
し
、

第
８

条
の
２

第
３

号
第

８
条

の
２

第
２

号
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第１１号（規格Ａ４）（第８条関係）

建築士法第８条の２第３号の国土交通省令で定める場合に該当するに至った旨の届出書

下記の者は、 年 月 日建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第８条の２第３号の国土交通省令で

定める場合に該当するに至りましたので、関係書類を添え、同条の規定により、届け出ます。

年 月 日

群馬県知事あて

届出人 住所

氏名

記

ふ り が な１ 氏 名

２ 生 年 月 日

３ 本 籍 地

４ 二級建築士又は木造建築士の別

５ 登 録 番 号

６ 登録年月日

７ 建築士法第８条の２第３号の国土交通省令で定める場合に該当するに至った理由

第９７５４号令和元年１１月２９日（金） 群 馬 県 報
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
建
築
士
法
施
行

細
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第９７５４号令和元年１１月２９日（金） 群 馬 県 報
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告 示■

◎群馬県告示第２１９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 沼田大間々線 桐生市黒保根町下田沢字梁木２２９６ 前 ３．２～１２．０ ９０６．４
番の１２地先から同市同字同２３１０
番の１０地先まで 後 － －

◎群馬県告示第２２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県前橋土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和元年１１月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 前橋玉村線 前橋市六供町５１５番の２地先から同市同６８０番の４ 令和元年１１月２９日
地先まで

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和元年１１月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 佐波郡玉村町大字樋越１５０－５ 伊勢崎市田中島町５８５－１ ドレエトワール
Ａ１０１
鈴木大輔

２ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字坪谷９０３－１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚１６８６番地１４
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宮﨑真理

３ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１６２０－１２、１６ 邑楽郡邑楽町大字篠塚２００９番地３
２０－２０、１６２０－２１、１７４９－２ 田部井勉

４ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字昭和１１５９－３ 邑楽郡邑楽町大字中野４６１９番地１ ポムフ
ルール２０５
織田晃、織田利恵
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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
の
職

第
十
五
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
九
条
第
十
号
に
掲
げ
る
職
へ
の
採
用

第
十
五
条
第
二
項
中
「
前
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
任
命
権
者
は
」
の
下
に
「
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お

い
て
」
を
加
え
、
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
該
当
す
る
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
条
件
付
採
用
の

期
間
は
任
命
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
と
」
を
加
え
、
「
、
任
命
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
」

を
「
任
命
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
第
一
項
及
び
第
四
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
六
月

間
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
間
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
日
」
と
、
第
四
項
中
「
一

年
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
の
任
期
」
と
す
る
。

「

専
門
医
療
技
術
の
習
得
等
を
目
的
と
す
る
実
務
研
修
に
従
事
す
る
職

24

別
表
三
中

を

前
各
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
職
に
類
す
る
職

25

」

「

前
各
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
職
に
類
す
る
職

に
改
め
る
。

24

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
採
用
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
日
前
に
お

い
て
も
、
改
正
後
の
第
九
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
選
考
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第９７５４号令和元年１１月２９日（金） 群 馬 県 報
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監査委員公告■

◎監査公表第５号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、第１９回行政監査の結果に基づき群

馬県知事等から講じた措置について通知があったので、次のとおり公表する。

令和元年１１月２９日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 中 島 篤

同 安孫子 哲

第１ 監査の結果の報告

第１９回行政監査の結果については、平成３０年１２月２６日に群馬県議会議長、群馬県知事及び関係する

委員会の長に通知（平成３０年１２月２８日付け群馬県報号外第６号で公表）した。

第２ 監査のテーマ

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置及び管理について

第３ 講じた措置

監 査 結 果 を 踏 ま え た 意 見 講 じ た 措 置 監 査 対 象 機 関

１ 本体の更新について 耐用期間が経過しているＡＥＤについては、部 こども未来部
ＡＥＤは、時間の経過ととも で一括購入の上、更新を行った。

に、緊急時に適切に作動させるこ
健康福祉部とができなくなる恐れがあること 耐用期間が経過しているＡＥＤについては、更

から、耐用期間が経過しているＡ 新することとした。
ＥＤを使用している施設において また、毎年実施している全庁のＡＥＤ設置状況
は、更新を図られたい。 等調査については、各部局の主管課等が部内の所

管施設の状況を取りまとめる方法に改めること
で、設置されているＡＥＤの耐用期間などを把握
できるようにした。

森林環境部令和元年７月、耐用期間が経過しているＡＥＤ
の更新を行った。

農政部耐用期間が経過しているＡＥＤについて、更新
を行った。
今後は、耐用期間が満了する前に更新すること
とした。

産業経済部平成３０年７月にＡＥＤの更新を行った。今後
は、耐用期間が経過する前に更新を図ることとし
た。

病院局耐用期間を経過したＡＥＤについては、順次更
新を行っており、令和元年度中に、全て更新する
予定である。

総務部２ 購入方法について ＡＥＤの更新時期に、より経済的な方法を採用
担当課等が一括して購入した方 できるよう一括購入を検討することとした。

が機関ごとに単独で購入するより
生活文化スポーツ部も安価で購入できることから、一 更新期限が近い機関のＡＥＤを一括購入し、経

括購入を検討し、経済的かつ効率 済的かつ効率的な購入を図った。
的な購入を行うよう図られたい。



12

第９７５４号令和元年１１月２９日（金） 群 馬 県 報

耐用期間が経過しているＡＥＤについては、部 こども未来部
で一括購入の上、更新を行った。

健康福祉部ＡＥＤ設置状況等調査を踏まえ、同時期に耐用
期間が満了する機関が部内に複数ある場合には、
主管課で一括購入し、配布するなど、効率的な購
入を行うこととした。

森林環境部更新対象とした機関のＡＥＤを一括購入し、効
率的な購入を行った。
また、一括購入した結果、同時期の単独購入に

比べて、低い落札率となった。

部内で同時期に耐用期間が満了するＡＥＤが複 農政部
数ある場合は、一括購入を検討することとした。

更新時期が重なるＡＥＤについては、経済的か 産業経済部
つ効率的な購入のため、一括購入を検討すること
とした。

県土整備部各機関に設置されているＡＥＤの耐用期間を勘
案し、一括購入するなどの経済的かつ効率的に購
入できる方法を検討することとした。

企業局これまでも複数台をまとめて購入してきたとこ
ろであるが、調達に当たっては、より安価になる
よう、購入方法等の検討を十分に行い、経済的及
び効率的な調達に努めることとした。

病院局更新時期が重なるＡＥＤがある場合は、一括購
入による経済性と効率性を比較しながら検討する
こととした。

教育委員会ＡＥＤの耐用期間満了に伴う更新や新規整備等
に際して、当該更新等が同時期であり、かつ、購
入により整備する場合は、所管課が一括で購入す
ることとした。

総務部３ 日常点検の実施について ＡＥＤ本体のインジケータランプの色や表示に
恒常的な点検を実施していない より、ＡＥＤの状態を毎日点検し、点検表に記録

機関においては、緊急時にＡＥＤ することとした。
を使用する際に、その管理不備に

生活文化スポーツ部より性能を発揮することができな 点検担当者等の職員が毎日、ＡＥＤ本体のイン
いことがないよう、恒常的に点検 ジケータランプ等を確認するなど、恒常的な点検
を実施するよう図られたい。 を実施することとした。

恒常的な点検を実施するとともに、適切な管理 こども未来部
を行うこととした。

健康福祉部厚生労働省からの通知等を踏まえ、日常的な点
検を実施するとともに、適切な管理を行うことと
した。

農政部点検表を作成し、マニュアルに沿って恒常的に
点検を実施することとした。

産業経済部日常点検を毎日実施することとし、ＡＥＤが正
常に使用可能な状態であることを確認している。
今後も、恒常的に日常点検を実施し、緊急時に

ＡＥＤが使用できるよう適切に管理をすることと
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した。

県土整備部遠隔監視システム利用の有無にかかわらず、イ
ンジケータランプの確認等により日常的な点検を
実施することとした。

企業局ＡＥＤの管理については、厚生労働省からの通
知に基づき、適正な管理に努めることとした。

病院局厚生労働省からの通知に基づき、ＡＥＤの日常
点検を実施することとした。

教育委員会点検担当者等の職員が毎日、インジケータラン
プの色や表示等を確認するなど、恒常的な点検を
実施することとした。

総務部４ 表示ラベルの取付について 意見のあったＡＥＤは、リース契約であり、交
表示ラベルを取り付けていない 換時期になると契約相手方からバッテリ及び電極

施設等においては、日常点検を適 パッドが送られてくるため、それに合わせて交換
切に実施するためにも、バッテリ を行い、適切に対応している。
や電極パッドの交換時期等を記載

県土整備部した表示ラベルを外部から容易に 適時に交換できるよう、電極パッドと表示ラベ
認識できるようにＡＥＤ本体又は ルに記載されている交換時期を一致させた。
収納ケース等に取り付け、バッテ

病院局リや電極パッドの交換を行った場 バッテリや電極パッドの交換を行った場合に
合には、表示ラベルの交換時期等 は、表示ラベルの交換時期等の書換えを行い、日
の書換えを行い、日頃から交換時 頃から交換時期等を把握するとともに、適時に交
期等を把握するとともに、適時に 換することとした。
交換するよう図られたい。

教育委員会ＡＥＤに表示ラベルを取り付けていなかった施
設については、点検担当者等の職員が確認しやす
い位置に取り付けるとともに、表示ラベルを確認
の上、適切な時期に消耗品の交換及び交換時期等
の書換えを行うこととした。
また、リース契約により整備しているＡＥＤに

ついても、契約相手方に同様の対応をするよう指
示した。

総務部５ 点検の結果の記録について メーカーが作成した専用の点検表や独自の点検
点検の結果を記録していない施 表などを整備して、各点検項目ごとに実施の有無

設や点検の有無のみを記録してい を記録することとした。
る施設においては、点検を実施し

生活文化スポーツ部た項目を確認できるよう各点検項 日常点検チェックシートを作成し、インジケー
目ごとに点検の実施の有無を記録 タランプの表示、外観、消耗品有効期限の確認等
しておくよう図られたい。 の点検結果を記録することとした。

健康福祉部点検記録表を作成し、日常点検の実施結果を記
録することとした。

森林環境部戸締点検簿にＡＥＤ点検欄を設け、点検担当者
が日常点検の結果を記録するよう改善を図った。

農政部各点検項目ごとに点検実施の有無が記録できる
よう、点検記録簿の見直し及び修正を実施した。

産業経済部インジケータランプの色や画面の表示等の各点
検項目を設けたＡＥＤ点検簿を備え、日常点検及
び月次点検の結果を記録することとした。

県土整備部日常的な点検の結果については、点検記録簿等
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を作成し、点検実施の都度、記録することとし
た。

教育委員会点検の結果の記録に不備があった施設において
は、点検の結果を各点検項目ごとに記録するとと
もに、適切に保存管理することとした。

産業経済部６ 点検担当者の配置について 点検担当者を定めていなかった施設において
厚生労働省通知において、日常 は、火気取締責任者を担当者と定め、日常点検の

点検の実施や消耗品の交換を行う 実施や消耗品の交換等を行うこととした。
者として点検担当者を配置するこ
とが求められていることからも、

県土整備部点検担当者を配置していない施設 ＡＥＤを設置している施設ごとに点検担当者を
においては、点検担当者の適切な 配置した。
配置を図られたい。

総務部７ 普通救命講習等の受講について 職員が定期的に講習受講できる環境を整備する
ＡＥＤ設置県有施設において とともに、消防訓練の際、ＡＥＤの操作説明を実

は、職員が定期的に講習を受講で 施している。
きる機会を設けたり、他施設で開 今後は、年度当初に受講できるよう、別途消防
催される講習に参加できるように 署への依頼などを検討することとした。
するなど、できるだけ多くの職員

生活文化スポーツ部が講習を受講できるよう環境の整 講習の周知や機会の充実により、より多くの職
備を図ることのみならず、年度当 員が、ＡＥＤ講習を受講する機会を得られるよう
初に職員が講習を受講できるよう 努めることとした。
図られたい。

ＡＥＤ設置施設においては、普通救命講習の定 こども未来部
期的な実施や、消防局等が実施する普通救命講習
への職員派遣を促すなど、職員の講習受講に努め
ることとした。

健康福祉部ＡＥＤ設置状況調査結果の通知にあわせ、各所
属長に対して消防本部等が開催するＡＥＤ講習会
への職員の参加などを促している。
引き続き、できるだけ多くの職員が講習を受講

できるよう努めることとした。

森林環境部地域の行政県税事務所が主催しているＡＥＤの
取扱いに係る講習に参加し、職員が講習を受講す
ることとした。

農政部ＡＥＤ設置施設においては、講習への参加を促
す等、より多くの職員が、ＡＥＤ講習を受講する
機会を得られるよう努めることとした。

産業経済部普通救命講習を受講していない施設について
は、平成３０年度中に職員が普通救命講習を受講
した。今後は、多くの職員が普通救命講習を受講
できるように体制を整備することとした。

県土整備部講習を受講していなかった施設においては、職
員が平成３１年１～３月に普通救命講習を受講し
た。
今後は、他施設等で定期的に開催している講習

を活用し、より多くの職員が参加できるよう体制
を整えることとした。

企業局毎年、前橋市消防局に消防職員の派遣を依頼
し、企業局全所属を対象とした救急救命講習を開
催している。
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今後は、開催回数と開催時期を見直すことによ
り、全所属から職員が受講できるよう、環境改善
に努めることとした。

病院局全職員受講対象の研修を定期的に行い、特に年
度当初の早期に研修を行うよう、研修予定を作成
することとした。

教育委員会各施設において、消防署が実施する普通救命講
習や消防署員を招いた訓練等を年度の早い時期に
開催するなど、多くの職員がＡＥＤを含む心肺蘇
生法に関する知識・技能を身につけられるような
環境を整えるとともに、講習等の受講経験がない
職員に加えて、希望する職員が講習等を受講でき
るようにした。

８ 厚生労働省通知等の周知状況に 各部局長等に対し、ＡＥＤ管理基準のひな形を 健康福祉部
ついて 示すとともに、ＡＥＤの設置所属については、管
健康福祉部医務課においては、 理基準の作成や日常点検の実施、点検結果の記録

警察本部と同様に日常点検の必要 など、ＡＥＤの適切な管理等について通知した。
性、点検結果の記録の必要性等Ａ
ＥＤの適切な管理等について、全
庁における統一的な管理基準や方
針を設定し、関係機関に対して周
知徹底するよう図られたい。

９ 緊急対応マニュアルの整備につ 県立学校においては、各学校の緊急対応マニュ 教育委員会
いて アルの中にＡＥＤを含む心肺蘇生法などの応急手
県立学校においては、生徒等の 当に関する内容を含めることとし、随時、マニュ

事故発生時に適切に対応すること アルを改正した。
ができるよう、緊急対応マニュア
ルの中にＡＥＤを含む心肺蘇生法
などの応急手当に関する内容も含
めるよう図られたい。

◎監査公表第６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、第１０回工事に係る行政監査の結果

に基づき群馬県知事等から講じた措置について通知があったので、次のとおり公表する。

令和元年１１月２９日

群馬県監査委員 丸 山 幸 男

同 林 章

同 中 島 篤

同 安孫子 哲

第１ 監査の結果の報告

第１０回工事に係る行政監査の結果については、平成３１年２月２１日に群馬県議会議長、群馬県知事及び

関係する委員会の長に通知（平成３１年３月５日付け群馬県報号外第１号で公表）した。

第２ 監査のテーマ

県有施設等の点検業務及び維持修繕に係る工事の執行状況について
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第３ 講じた措置

監 査 の 結 果 及 び 意 見 講 じ た 措 置 監 査 対 象 機 関

病院局１ 庁舎等の点検に係る実施状況に １２条点検における資格者要件を満たしていな
ついて かった施設等に係る点検の必要性について周知徹

(1) １２条点検に関すること 底し、平成３０年度中に外部委託による点検を実
（調査結果の概要） 施した。

１２条点検の実施に当たり、
実務経験者を点検者として登録
し、建築物や建築設備について
点検を実施していたものの、実
務経験者では点検することがで
きない施設規模の建築物が含ま
れていたため、一級建築士等の
資格者が点検する必要があっ
た。

（改善を要する事項）
平成２８年３月１０日付け国

土交通省住宅局建築課長の事務
連絡により、実務経験では点検
ができない建築物が示されてい
ることから、点検実施前段階等
においてどの施設が事務連絡の
条件に該当しているかを確認
し、確実に実施するよう周知徹
底が必要である。

病院局２ 庁舎等の点検に係る実施状況に 対象施設に点検漏れが生じないよう点検実施前
ついて 段階等において、財産台帳、図面などの確認を行

(1) １２条点検に関すること うよう周知徹底するとともに、外部委託等による
（調査結果の概要） 点検を実施した。

点検対象施設の点検状況につ
教育委員会いて実地調査を行ったところ、 １２条点検対象施設に点検漏れがないように、

建築物及び一部建築物又は一部 点検実施前段階において、図面等を確認するよ
建築設備について点検をしてい う、各施設に対して周知徹底した。
なかった。

（改善を要する事項）
各所属が所管する施設には大

小さまざまな規模の建築物や建
築設備があることから、対象施
設に点検漏れがないよう点検実
施前段階等において財産台帳、
図面などを確認するなどの周知
徹底が必要である。

総務部３ 庁舎等の点検に係る実施状況に 「建築基準法１２条点検マニュアル」に「点検
ついて 者」と「点検責任者」について説明を追記し、施

(1) １２条点検に関すること 設管理初任者研修会において、各県有施設の施設
（調査結果の概要） 担当者へ周知徹底した。

他所属職員に依頼又は専門業 また、点検を専門業者に委託する場合は、契約
者に委託していたが、点検責任 書に基づき業務実施計画書や従事者名簿の提出を
者について指定している状況を 求めるなど、書面により点検責任者を確認できる
書面で確認できなかった。 ようにした。

（検討を要する事項）
生活文化スポーツ部他所属職員へ依頼した場合や 書面に点検責任者を明記するとともに、１２条

専門業者が点検した場合につい 点検マニュアルの取扱いについて周知徹底を行う
ては、１２条点検マニュアルに こととした。
沿って点検責任者を指定する必
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要があることから、取扱いにつ １２条点検を実施する際は、１２条点検マニュ こども未来部
いて周知徹底が必要である。 アルに沿って点検責任者を指定しているところで

あるが、このことを明確にするため、書面により
指定するよう周知していくこととした。

健康福祉部１２条点検に関し、他所属職員に点検を依頼す
る場合又は専門業者に委託する場合は、１２条点
検マニュアルに従い、点検責任者を書面で指定す
るよう周知した。
併せて、管財課主催の施設管理初任者研修の受

講、研修資料の情報共有などを図った。

農政部他所属職員又は専門業者が点検を行う場合、点
検責任者の指定の状況について書面に記録しなけ
ればならないことが１２条点検マニュアルに明記
されたことから、確実に記録するよう関係所属に
周知した。

産業経済部１２条点検マニュアルの取扱いについて所属の
全職員に周知し、今後の委託契約に当たって
は、点検責任者の指定を徹底し、再発の防止に
努めることとした。

病院局点検責任者等の指定の必要性について周知徹底
し、点検責任者指定の様式を作成の上、点検実施
後の報告書に添付することとした。

教育委員会他所属職員へ依頼した場合や専門業者が点検し
た場合には、点検責任者を指定し、指定状況を書
面に記録するなど、１２条点検マニュアルに基づ
く適切な処理を行うよう、各施設に対して周知徹
底した。

教育委員会４ 庁舎等の点検に係る実施状況に 施設管理担当者が行った建築物の点検のみなら
ついて ず、専門業者に業務委託した昇降機や建築設備の

(1) １２条点検に関すること 点検についても、漏れなく点検様式に記載するよ
（調査結果の概要） う、各施設に対して周知徹底した。

建築物の点検は点検者として
登録を受けた施設管理担当者が
行い、主務課が指定した点検様
式（以下「点検様式」とい
う。）を作成していたものの、
専門業者に点検を委託した昇降
機や建築設備の点検結果の一部
について、点検様式に記載して
いることが書面で確認できなか
った。

（検討を要する事項）
教育委員会においては、１２

条点検について、点検様式や点
検履歴を含め、点検した記録を
整えることで１２条点検を実施
したものとみなしているため、
専門業者に業務委託した点検に
ついても点検様式への記載漏れ
がないよう周知徹底が必要であ
る。

総務部５ 庁舎等の点検に係る実施状況に 建築物の点検周期に鑑みて、記録書類の保存期
ついて 間は３年以上で定めるよう「建築基準法１２条点
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(1) １２条点検に関すること 検マニュアル」に明記した。
（調査結果の概要） また、施設管理初任者研修において、各県有施

点検結果について記録を作成 設の施設担当者に対して文書の保存期間を適切に
し保管していたものの、保存期 定めるよう周知徹底した。
間を定めていなかった。

健康福祉部（検討を要する事項） 庁舎等の点検に係る実施状況については、点検
点検結果は施設の状態等につ 周期を踏まえ、１２条点検の結果を記録した文書

いて記録したものであり、前回 の保存期間を定めるよう周知した。
の点検結果と比較できるなどの 併せて、管財課主催の施設管理初任者研修の受
経年変化を把握するためのもの 講、研修資料の情報共有などを図った。
でもあることから、長寿命化計

病院局画等の実施に向けた貴重な判断 建築基準法１２条点検マニュアルに基づいて、
材料となり得るものであるた 周知徹底の上、各関係所属ごとに施設の実情を考
め、文書の保存期間を適切に定 慮し、１２条点検の書類に係る保存期間を設定し
めるよう周知徹底が必要であ た。
る。

教育委員会１２条点検結果の保存期間については、１２条
点検マニュアルに基づき、施設の点検周期を考慮
して、３年以上の適切な期間を定めるよう、各施
設に対して周知徹底した。

６ 庁舎等の点検に係る実施状況に 「建築基準法１２条点検マニュアル」に記載さ 総務部
ついて れている消防点検や電気保安設備点検などの、他

(1) 日常点検に関すること 法令に基づく検査の活用について柔軟な対応が可
（調査結果の概要） 能であることを、施設管理初任者研修において、

１２条点検マニュアルに定め 各県有施設の施設担当者へ説明した。
られた日常点検について、月次 日常点検の実施に当たっては、１２条点検マニ
点検及び随時点検を実施してい ュアルに基づいた適切な月次点検及び随時点検を
ることが確認できなかった。 行うことを徹底した。

（検討を要する事項）
月次点検及び随時点検につい １２条点検マニュアルに沿い、適切な点検を行 こども未来部

ては、警備業務などの日常的な うよう周知した。
施設監視業務や月ごとの安全点
検といった類似する点検を別途 １２条点検マニュアルに基づき、月次点検等を 森林環境部
実施している状況を踏まえ、よ 確実に実施することとした。
り弾力的な点検方法となるよ
う、点検項目や点検頻度等の取 月次点検及び随時点検の点検項目や点検頻度に 農政部
扱いについて見直すなどの検討 ついては、１２条点検マニュアルに基づき適切に
が必要である。 実施するよう関係所属に周知した。

日常点検は、年１回（年次点検）実施してお 県土整備部
り、施設管理初任者研修会資料の日常点検：点検
種別（①年次点検：年１回定期的に実施すべきも
の、②月次点検：放置すると危険が生じるもの、
③随時点検：直ちに危険が生じるおそれがあるも
の）の区分を勘案し、原則①で実施し、必要に応
じ②③を実施するよう検討することとした。

月次点検、随時点検の実施結果が明確になるよ 病院局
う、点検表を作成した。

１２条点検マニュアルに基づき、日常点検を適 教育委員会
切に実施するよう、各施設に対して周知徹底し
た。

総務部７ 庁舎等の点検に係る実施状況に 日常点検の記録文書の保存期間は１年以上で定
ついて めるよう「建築基準法１２条点検マニュアル」に

(1) 日常点検に関すること 明記した。
（調査結果の概要） また、施設管理初任者研修会において、各県有

点検記録を保管していたもの 施設の施設担当者へ文書の保存期間を適切に定め
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の、保存期間を定めていなかっ るよう周知徹底した。
た。

生活文化スポーツ部（検討を要する事項） 点検記録については、保存期間を５年と定める
点検記録については、１２条 こととした。

点検と同様に文書の保存期間を
健康福祉部適切に定めるよう周知徹底が必 庁舎等の点検に係る実施状況については、対象

要である。 施設及び点検頻度を踏まえ、日常点検の結果を記
録した文書の保存期間を定めるよう周知した。
併せて、管財課主催の施設管理初任者研修の受

講、研修資料の情報共有などを図った。

森林環境部平成３０年度に総務事務システムに文書登録
し、点検結果の保存期間を３年と定めた。

病院局建築基準法１２条点検マニュアルに基づいて、
周知徹底の上、各関係所属ごとに施設の実情を考
慮し、日常点検の書類に係る保存期間を設定し
た。

教育委員会日常点検記録の保存期間については、１２条点
検マニュアルに基づき、１年以上の適切な期間を
定めるよう、各施設に対して周知徹底した。

８ 庁舎等の維持修繕工事に係る契 予定価格を積算する際は、当該工事の積算要領 総務部
約事務及び監督業務等の実施状況 や参考に徴取した見積りの内容を複数の者（担当
について 係長及び検査者）が確認するよう、職員に周知徹

(1) 積算業務に関すること 底を図った。
（調査結果の概要）

予定価格積算票及び設計書を 予定価格の積算については、原則、参考見積り こども未来部
作成するに当たり徴取した参考 の単価を採用することとし、補正を行う場合に
見積りの単価に対し、根拠がな は、その根拠を明確にするよう周知徹底を行うこ
い補正を行っていた工事があっ ととした。
た。

（改善を要する事項） 専門工事業者等の見積価格等を参考に予定価格 健康福祉部
積算要領を適用し設計書を作 積算票等を作成するに当たっては、算定根拠を整

成する場合においては、実勢価 理するとともに、相当の理由がない限り、根拠が
格帯、類似の取引価格、数量の ない補正は行わないよう周知した。
多寡及び施工条件等を勘案し単
価及び価格を決定することなど 予定価格積算票及び設計書作成時に専門工事業 農政部
が定められているため、専門工 者等の見積価格等を参考にして単価及び価格を算
事業者等の見積価格等を参考に 定する場合は、根拠を整理しておく必要があるこ
して単価及び価格を算定する場 とや、相当の理由がない限り、根拠がない補正は
合においては、根拠を整理して 行わないことを関係所属へ周知した。
おく必要がある。また、予定価
格積算票を作成する場合におい 予定価格積算票や設計書を作成する場合には、 教育委員会
ては、相当の理由がない限り、 単価及び価格を算定する根拠を整理し、根拠のな
根拠がない補正は行わないよう い補正は行わないよう、各施設に対して周知徹底
周知徹底が必要である。 した。

生活文化スポーツ部９ 庁舎等の維持修繕工事に係る契 参考見積りも契約書類と同じ期間保存すること
約事務及び監督業務等の実施状況 とした。
について

(1) 積算業務に関すること 予定価格を算出するに当たり、徴取した参考見 こども未来部
（調査結果の概要） 積りは、契約書類と同様に一定期間保存するよう

予定価格を算出する際に専門 周知徹底を行うこととした。
工事業者等から徴取した参考見
積りについて保管していない工 予定価格の算出に際して専門工事業者等から徴 健康福祉部
事があった。 取した参考見積りについては、契約書類と同様、

（検討を要する事項） 一定の期間保存の必要がある旨、周知した。
維持修繕工事の発注に当たり
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専門工事業者等から徴取した参 予定価格を算出する際に専門工事業者等から徴 農政部
考見積りは、財務規則又は積算 取した参考見積りについては、契約書類と同様に
要領に基づく市場調査をした結 一定期間保存することを徹底するよう関係所属へ
果であり、予定価格積算票等の 周知した。
作成における根拠資料になるこ
とから、契約書類と同様に一定 書類等の管理を徹底するとともに、取扱い等に 産業経済部
期間は保存する必要があるた ついて所属の全職員に周知し、再発の防止に努め
め、参考見積りの取扱いについ ることとした。
て周知徹底が必要である。

参考見積りの保管を徹底することとした。 県土整備部

参考見積りについては、契約書類と同様に保管 病院局
するよう周知徹底の上、実施した。

軽易な工事における工事事務の手引きに基づ 教育委員会
き、予定価格積算に際しての根拠資料として専門
工事業者等から徴取した参考見積りは、予定価格
積算票等と同様に、一定期間保管するよう、各施
設に対して周知徹底した。

10 庁舎等の維持修繕工事に係る契 再発防止に向けて、工事執行規程等に照らし合 総務部
約事務及び監督業務等の実施状況 わせて工事の条件を確認するとともに、所属内の
について チェック体制を強化し、契約事務の適切な執行を

(1) 契約事務に関すること 図ることとした。
（調査結果の概要）

庁舎、庁舎の附属設備及び庁
舎の敷地には当たらない工事内
容にもかかわらず、軽易な工事
として契約した工事があった。

（改善を要する事項）
設計金額が５００万円未満で

あっても工事内容によっては軽
易な工事として契約締結できる
とは限らないため、工事の条件
をよく確認のうえ事務を執行す
るよう周知徹底が必要である。

11 庁舎等の維持修繕工事に係る契 工事執行規程や軽易な工事の手引き等を遵守 総務部
約事務及び監督業務等の実施状況 し、担当係長及び監督員が確認を行うなど適切な
について 書類の管理に努めることとした。

(1) 契約事務に関すること
生活文化スポーツ部（調査結果の概要） 工事完成検査結果通知書については、改めて通

工事執行規程第３２条の規定 知し、完成引渡書についても、書面を徴取した。
による工事完成検査結果通知書 また、軽易な工事の手引き等について周知徹底
及び完成引渡書について、事務 を行うこととした。
取扱要領第９条の規定による工
事完成通知書、第１０条の規定 軽易な工事の手引き等の内容について、改めて こども未来部
による監督員指定通知書及び現 周知徹底を行うこととした。
場代理人等指定通知書につい
て、そのうちの一部が書面で確 不備が指摘された工事完成検査結果通知書につ 森林環境部
認できなかった工事があった。 いては、改めて通知を行い、その後は軽易な工事

（改善を要する事項） における工事事務の手引き等、要綱・要領及びマ
実地調査を行ったところ、書 ニュアルに基づき適正な事務処理に努めることと

類の管理が不十分であったこと した。
から、軽易な工事の手引き等に
ついて周知徹底が必要である。 軽易な工事の事務取扱要領や群馬県建設工事執 農政部

行規程等に基づき、提出されること、又は通知す
ることとされている書類の管理を適切に行うよう
関係所属へ周知した。
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書類等の管理を徹底するとともに、軽易な工事 産業経済部
の手引き等の取扱いについて所属の全職員に周知
し、再発の防止に努めることとした。

提出されるべき書類、通知するべき書類につい 病院局
ては、軽易な工事の手引き等に基づく確認や管理
を周知徹底の上、実施した。

工事執行規程及び事務取扱要領において必要と 教育委員会
される書類については、軽易な工事における工事
事務の手引きを確認し、請負者から不足なく適切
に徴するよう、各施設に対して周知徹底した。

12 庁舎等の維持修繕工事に係る契 「軽易工事の必要書類一覧表」を用い、提出を 総務部
約事務及び監督業務等の実施状況 受けるべき書類については、確認を行うよう職員
について に周知徹底した。

(1) 検査業務に関すること
生活文化スポーツ部（調査結果の概要） 工事完成写真が未提出であった工事２件につい

完成検査においては検査員が ては、改めて写真を徴取することとした。
契約関係書類のほか仕上がりや また、工事完成写真の取扱いについては、周知
動作などを確認していたもの 徹底を行うこととした。
の、工事完成写真について請負
者から提出を受けていることが 書類等の管理を徹底するとともに、工事完成写 産業経済部
確認できなかった工事があっ 真の取扱い等については、所属の全職員に周知
た。 し、再発の防止に努めることとした。

（検討を要する事項）
工事完成写真については、完 完成検査において請負者から工事完成写真を必 病院局

成検査において、着工前、完成 ず提出させるとともに写真による状況確認を行う
後などの状況を確認するための よう周知徹底し、実施した。
関係資料となることから、状況
に応じて群馬県土木工事写真管 軽易な工事における工事事務の手引きに基づ 教育委員会
理要領に基づき確認する必要が き、完成検査に際して、工事完成写真（着工前・
あるため、工事完成写真の取扱 完成後）を請負者から提出させるよう、各施設に
いについて周知徹底が必要であ 対して周知徹底した。
る。
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